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令和７年３月２２日に東寺方複合施設整備に向けた検討会の第１回を開催しました。
話し合われた内容をお伝えします！

東寺方複合施設整備に向けた検討会（以下、検討会）とは？
東寺方複合施設は、昭和５６年の建設から４４年が経過し、老朽化が深刻です。そのため
この先、東寺方複合施設をどのように整備していくのかを地域の皆さんと話し合っていきます。
第１回では、第２回以降の開催に向けてどのような検討体制で話し合いを進めていくべきかを
テーマに話し合いました。
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「第２回以降の開催に向けてどのような検討体制で話し合いを進めていくか？」

東寺方自治会長からの提言（これまでこの施設に深く関わってきた地域住民の方々の意見まとめ）
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施設の老朽化が
進んでいるため、で
きるだけ時間をかけ
ずに整備の方向性
をまとめたい

＜市からの提案＞
地域主導で協議会を設立していただき、検討を加速化していきたい

アドバイザー

進行役

この施設を地域の交流拠点として今後も残し
ていくためには、協議会を設立して地域主導で
話し合いを進めたい。

検討会のファシリテータ（進行役）は地域の
ことをよくわかっている人にやってほしい。地域
住民の誰か、もしくは老人福祉館長にやって
いただくのも一つの方法と考える。

市の管理職にも話し合いに参加してもらいたい。

改修か建替えかは今後話し合っていく。東寺
方・落川は人口が増えているが、市全体では
減少傾向であり、税収も減っていく。予算に限
りがある中でも地域住民の大切な拠点を確保
するために妥協点を見出していきたい。
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地域の団体代表者等で構成する協議会の委員と市の職員が話し合うことで、
時間をかけずに合意形成できるのではないか

協議会の委員は、
たとえば、東寺方自
治会、存続の会、
施設利用団体、小
中学校ＰＴＡ等の
代表者等はどうか

「東寺方自治会や存続の会が地域主導で協議会を設立し、その協議会と市の管理職が今後の検討会
で話し合っていくという方向性で構わないか」という点について、多くの参加者から賛同の拍手をいただきま
した。次回以降の検討会は地域主導の協議会と市の管理職の間で話し合いを進めていきます。

検討会第１回で話し合ったこと

検討会第１回の結論



検討会では地域住民の方々と令和８年１月まで全７回（予定）に渡る話し合いを通
じて、この施設を改修するのか建替えるのかの方向性を検討し、東寺方複合施設の整備
方針としてまとめていきます。
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進め方

第1回
3/22済

検討会の前半

○将来に向けた施設像
○求められるサービス・機能
○管理運営の考え方
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検討会の後半

○整備手法
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参加された皆さんからの主なご意見

〇協議会委員以外の地域住民に
対して情報共有してほしい。

→協議会の資料等を市公式HPに
掲出し、複合施設内にも紙の資料
を置いて閲覧できるようにします。
また中間報告会等を開催して、地
域の方々に情報共有します。

〇地域住民がＱＲコードを使って簡単
に意見を提出できるようにしてほしい。

→意見提出フォームを用意して、複合
施設内や掲示板等にＱＲコードを掲
示します。また複合施設内では紙で意
見を提出できるようにします。提出され
たご意見は協議会と共有します。

〇保護者や若い方々は忙しく、毎回決
まった人が協議会委員として検討会に参
加するのは難しい。工夫してほしい。

→委員が負担にならない方法を検討し
ます。

検討会スケジュールについて

問合せ
多摩市役所行政管理課
電話：042-338-6948

ご意見を
お寄せください→
(意見提出フォーム)

←検討会の資料など
詳しくはこちら
※検討会資料は

東寺方複合施設内にも
置いています。

※検討会スケジュールは変更になる場合があります。


